
障害児通所支援
（児童発達支援・ 居宅訪問型児童発達支援・
放課後等デイサービス・保育所等訪問支援）

令和7年度越谷市障害福祉サービス集団指導
福祉部福祉総務課

主な指摘事項等



１ 実地指導の主な指摘事項・・・P.3
令和6年度の実地指導における指摘事項の例

※居宅訪問型児童発達支援の指摘事項はありません。

２ 各種委員会・研修等の基準概要一覧・・・P.16
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（１）業務継続計画の策定等
【指導内容】

• 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施す
るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定
してください。

• 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に
実施してください。

【補足説明】

令和６年４月１日から義務化

【参考：業務継続計画未策定減算 ※令和6年度新設】

感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定及び当該業務継続計

画に従い必要な措置を講じていない場合、基本報酬を減算します。

3



4

（参考：R6報酬改定）※こども家庭庁支援局障害児支援課
「令和６年度障害福祉サービス等酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」



（２）安全対策等
【指導内容】

• 施設における安全に関する事項についての計画(安全計画)を策定してください。

• 従業員に対し、安全計画について周知するとともに安全計画に定める研修及び訓練を定期的に実施し
てください。

• 利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の
内容等について周知してください。

【補足説明】

令和６年４月１日から義務化

【参考：通所自立支援加算(放デイのみ)、入浴支援加算(児発・放デイのみ) ※令和6年度新設】

通所自立支援加算、入浴支援加算を算定する場合は、それぞれ以下の内容を含めた安全計画を作成
等する必要があります。

通所自立支援加算・・・通所に係る支援の安全確保のための取組に関する事項を計画に位置付け、
職員に周知を図るとともに、研修等を行う

入浴支援加算・・・・・・・入浴支援の安全確保のための取組その他の必要な事項を計画に位置付け、
従業者への周知徹底と当該計画に基づく取組を行う
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（参考：R6報酬改定）※こども家庭庁支援局障害児支援課
「令和６年度障害福祉サービス等酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」

6



（参考：R6報酬改定）※こども家庭庁支援局障害児支援課
「令和６年度障害福祉サービス等酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」
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（３）衛生管理等

【指導内容】

• 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に
開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ってください。

• 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の
予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施してください。

【補足説明】

令和６年４月１日から義務化(経過措置期間終了)
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（４）勤務体制の確保等
【ハラスメント防止についての指導内容】

• ハラスメント防止について、方針等の明確化及びその周知・啓発、相談に適切に対応するために必要な
体制の整備などの措置を講じてください。

【留意事項】

事業者が講ずべき内容で特に留意していただきたいことは、
①職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化

し、従業者へ周知・啓発すること
②相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定

め、従業者に周知すること

事業者が講じることが望ましい取組の例とは、
①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制整備
②被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)

③被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)
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（５）定員の遵守① ※保育所等訪問支援は除く

【指導内容】

• 利用定員について、定員を超えている日がありました。

つきましては、利用定員を超えてサービスの提供を行わないでください。

【補足説明】

原則として、事業所で定めている利用定員を超えた障害児の受入は禁止されていますが、利

用定員を超えた障害児の受入について、適正なサービスの提供が確保(※)されていることを前

提に、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合に限り、受入を可能としています。ただし、

「1日当たりの障害児の数」及び「過去３月間の障害児の数」に上限(次ページ参照)があります。
※実際の利用人数に応じた人員基準や設備基準を満たしていること。ただし、災害の直後に必要な児童指導員等の確保が

できない場合等合理的な理由が認められる場合は、利用定員に応じた人員基準のまま定員超過することもやむを得ません。

例)利用定員10人の場合で12人利用するときの人員配置

・児童指導員又は保育士を3人配置が必須。ただし災害の直後等の合理的な理由がある場合は、２人配置も可。

・3人配置されていない場合は人員欠如減算に該当。ただし災害の直後等の合理的な理由がある場合は減算不要。

(出典：「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&Aについて」(令和6年5月17日))
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【1日当たりの障害児の数について】
①利用定員50人以下の場合
1日の障害児の数が、利用定員に100分の150を乗じて得た数以下となっていること。

例)利用定員１０人の場合
・１0人×1.5 ＝15人以下まで

②利用定員51人以上の場合
1日の障害児の数が、利用定員に当該入所定員から50を差し引いた数に、100分の25を乗じて得た数に、25を加

えた数を加えて得た数以下となっていること。
例)利用定員5４人の場合

・５４人-５０＝４人
・４人×0.25＝１人
・1人+25＝26人
・5４人+26人＝８０人以下まで

【過去3月間の障害児の数について】
直近の過去３月間の障害児の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に、100分の125を乗じて得た数以

下となっていること。
例)利用定員30人、1月間の開所日数が22日の場合

・30人×22日×3月間＝1980人
・1980人×1.25＝2475人以下まで
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（５）定員の遵守② ※保育所等訪問支援は除く



（６）契約支給量の報告等

【指導内容】

• サービスの利用に係る契約内容の報告をしていませんでした。 つきましては、保護者
との契約を締結・変更・終了したときは、受給者証記載事項その他必要な事項を支給
決定市町村に遅滞なく報告してください。

【補足説明】

・越谷市においては、子ども福祉課へ報告をお願いします。

・報告書については、越谷市HPに掲載(下記参照)されていますのでご確認ください。
トップページ ⇒ 福祉・健康 ⇒ 障がい者支援⇒事業者等向けの情報
⇒ 障害福祉サービス事業所等の指定 ⇒ 報酬の請求 ⇒ 契約内容報告について

※ページ番号は「8520」です。
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（７）家族支援加算
【指導内容】

家族支援加算（Ⅱ）について、相談援助を行ったか判然とせず記録もありません
でしたので、相談援助を行った日時及びその内容の要点に関する記録を作成して
ください。

（８）子育てサポート加算
【指導内容】

子育てサポート加算について、それぞれの障害児及び家族ごとの状態に応じた
相談援助等の支援を行っているか判然とせず、記録もありませんでしたので、障
害児及び家族等ごとに、支援場面に参加する等の機会の提供及び相談援助を
行った日時及びその内容の要点に関する記録を作成してください。
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（９）欠席時対応加算

【指導内容】

• 欠席時対応加算（Ⅰ）について、欠席した障がい児の状況、相談援助の内容等
の記録が不十分でしたので、具体的に記録してください。

【留意事項】

利用者の状況や相談援助の記録を具体的に残してください。欠席連絡を受け、
休んだ理由のみの記録では加算を算定できません。
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（１０）福祉・介護職員等特定処遇改善加算

【指導内容】

• 福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、賃金以外の処遇改善に関する
具体的な取組内容を障害福祉サービスの情報公表制度等を活用し、公表してく
ださい。

【補足説明】

令和６年６月から「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
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未実施
減算

訓練研修委員会計画・指針等項目

減算あり
年1回以上
※感染症訓練
と一体可

年1回以上(+採用時が
望ましい)
※感染症研修と一体可

―計画策定感染症
業務継続
計画(BCP)

減算あり年1回以上
年1回以上(+採用時が
望ましい)

―計画策定災害

―年2回以上年2回以上+採用時3月に1回以上指針整備
感染症及び食中毒
対策

減算あり―年1回以上+採用時
年1回以上
※虐待防止委
員会と一体可

指針整備
記録作成

身体拘束禁止

減算あり―年1回以上+採用時

年1回以上
※身体拘束適
正化委員会と
一体可

指針整備（望
ましい）

虐待禁止
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２ 各種委員会・研修の基準概要一覧


